
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年８月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４広第５２号 

事故等種類 衝突（岸壁） 

発生日時 平成２５年１２月１３日（金） １３時３９分ごろ 

発生場所 広島県呉市呉港呉区 

 呉市所在の小麗女
こ う る め

島灯台から真方位０９１°３,３９０ｍ付近 

（概位 北緯３４°１４.４′ 東経１３２°３３.３′） 

事故等調査の経過  平成２６年３月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

旅客フェリー 旭
きょく

洋
よう

丸、６９６トン 

 １２９０７５、石崎汽船株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 右舷船尾部防舷材に割損 

岸壁 防舷材に擦過傷 

 事故等の経過  本船は、船長ほか６人が乗り組み、旅客３９人を乗せ、車両１３台

を積み、船首約１.７ｍ、船尾約２.８ｍの喫水により、船長が、入港

配置を令し、操船指揮及びバウスラスター操作に、操舵手が操舵及び

機関操作にそれぞれ当たり、呉港呉区のフェリー岸壁（以下「本件岸

壁」という。）に接近した。 

本船は、本件岸壁手前で右回頭し、出船船尾着けとする操船を行っ

ていたところ、北西の風に圧流されて予定の着岸進路から外れたた

め、着岸をやり直すこととし、後続のフェリーの着岸を優先させ、本

件岸壁沖で待機した。 

船長は、先に着岸したフェリーが離岸した後、依然として北西の風

が強かったので、入船船首着けにすることを決め、運航管理者の了解

を得て機関を微速力前進として船首を北東に向け、本件岸壁に接近し

た。 

本船は、機関を停止し、着岸位置近くで行きあしを止めたところ、

北西からの突風により、船尾が圧流され、平成２５年１２月１３日

１３時３９分ごろ右舷船尾部が本件岸壁に衝突した。 

船長は、本件岸壁に着岸した後、損傷状況を調べて航行に支障がな

いことを確認し、離岸して次の寄港地の広島県広島港に向かった。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 西北西、風力 ５（最大瞬間風速 約１８

m/s）、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 低潮時 



 

 その他の事項 

 

 安全管理規程に基づく運航基準によれば、入港予定の港内の風速が

１８m/s 以上に達していると認めるときは、入港を中止し、適宜の海

域での錨泊、抜港、臨時寄港その他の適切な措置を採らなければなら

ないとされていた。 

 船長は、風が更に強い状況であれば、本件岸壁への着岸をやめ、広

島港に向かうことを考慮したが、回頭する必要がない入船船首着けで

あれば、着岸できると思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

なし 

あり 

 本船は、呉港呉区の本件岸壁に着岸作業中、北西風に圧流されたこ

とから、右舷船尾部が本件岸壁に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、呉港呉区の本件岸壁に着岸作業中、北西風に圧

流されたため、右舷船尾部が本件岸壁に衝突したことにより発生した

ものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、入港の際、風による影響を慎重に判断し、入港中止等の

適切な措置を採ることが望ましい。 

 


